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保険財政共同安定化事業の拡大に伴う県内における財政調整

（県調整交付金による所得調整と保険財政共同安定化事業の所得割による拠出）

１ 検討の経緯

 財政運営の都道府県単位化を推進するため、平成２４年度の国保法改正により、保険財政共

同安定化事業の対象事業が平成２７年度から全ての医療費に拡大されることとなった。

 これに伴い、国の広域化等支援方針策定要領、都道府県調整交付金配分ガイドラインが改正

された。（平成２４年７月１２日厚生労働省保険局長通知）

【改正内容】

※ 市町村間での医療費や所得の格差が大きいほど、対象医療費を引き下げた場合の

保険料に与える影響が大きくなることから、激変緩和のための拠出方法の見直しや

都道府県調整交付金の配分方法の見直しを併せて行う

※ 都道府県１号交付金による所得水準に応じた調整及び保険財政共同安定化事業の

拠出方法の所得割は、いずれも同じ都道府県内の財政調整が目的であることから、

１号交付金による調整を優先的に選択する

 上記を踏まえ、平成２７年度から保険財政共同安定化事業が全ての医療費に拡大されること

に併せて、県内における財政調整について検討を行ってきた。
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２ 検討経過（※保険財政共同安定化事業、県調整交付金関連）

年月日 内容

H24.4.6 国民健康保険法の一部改正（平成２４年法律第２８号）

・ 給付費等に係る国庫負担の割合を３４％から３２％に引き下げ、都道府県調整交

付金の割合を７％から９％に引き上げる。

・ 保険財政共同安定化事業を平成２７年度から全ての医療費に拡大。

H24.7.12 厚生労働省保険局長から各都道府県知事に通知

・ 「広域化等支援方針の策定について」の一部改正

・ 「都道府県調整交付金配分ガイドラインについて」の一部改正

H24.7.26 Ｈ２４広域化等支援方針検討ＷＧ第１回検討会

・ 保険財政共同安定化事業の拡大

・ 福島県国民健康保険調整交付金の配分

H24.8.2 全市町村に意向調査

・ 保険財政共同安定化事業の拡大

・ 福島県国民健康保険調整交付金の配分

H24.9.6 福島県保健福祉部長から各市町村長へ通知

・ 保険財政共同安定化事業の拡大は、法規定どおり平成２７年度から実施する。

・ 国保法改正に伴う県調整交付金２％増分は、県調交条例で２号交付金に位置付け

る。

・ 県調整交付金２％増加分は、保険財政共同安定化事業拡大までの間、１号交付金

と同様の方式（定率）で配分。

H24.10.19 福島県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例の一部改正

・ 交付金の割合を７％→９％に２％増加

１号交付金 ６％→６％

２号交付金 １％→３％

H25.2.1 Ｈ２４第１回福島県市町村国保広域化等連携会議

・ 広域化等支援方針改定素案について

H25.3.26 福島県市町村国民健康保険広域化等支援方針の改定

・ 保険財政共同安定化事業の拠出金の算定方式や県調整交付金の財政支援等につい

ては引き続き検討する。

H25.8.1 Ｈ２５広域化等支援方針検討ＷＧ第１回検討会

・ 福島県国民健康保険調整交付金の試算

H25.11.25 Ｈ２５広域化等支援方針検討ＷＧ第２回検討会

・ 保険財政共同安定化事業の試算

・ 県内における財政調整

H25.12.10 全市町村に意向調査

・ 県内における財政調整
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保険者 県 ワーキンググループ 備考

１０月

１１月

１２月

平成

２５年

７月

平成

２６

年度

平成

２６年

１月

平成２５年度における検討スケジュール

２月

３月

８月

９月

第１回検討会

（県調交による所得調整の試算）

国保連合会において、保険財政共同安

定化事業拡大に係る試算

試算結果の情報提供

第２回検討会
（保財の試算、県内の財政調整）

意見照会（県内の財政調整）

意見回答（県内の財政調整）

連携会議
（県内の財政調整、国保の広域化）

平成２５年度第２回市町村担当課長会議
（連携会議・ＷＧにおける検討状況について報告）

試算結果の情報提供

「県調交による所得調整の試算」と「保険財政共同安定化事業拡大に係る試算」の資料

を基に、所得調整の選択的導入や共同事業の拠出超過に対する支援期間について検

討

意見取りまとめ（県内の財政調整）

取りまとめ結果の情報提供

（県内の財政調整）

保険者によっては、保険財政共同安定化事業拡大年度（H27年度）と自らの税率見直しサ

イクルが一致しないこともあることを勘案し、場合によっては、平成２６年度から税率見

直しに対応できるよう、所得調整方法や拠出超過の支援期間等について年度内に方針を定

め、各市町村に通知することも検討。

遅くとも、平成２７年３月まで、収納率目標等の実施項目を定め、広域化等支援方針を改定する。

県調整交付金による所得調整の試算



○ 市町村国保の都道府県単位の共同事業（保険財政共同安定化事業）について、事業対象をすべて

財政運営の都道府県単位化の推進 【参考2‐1】

の医療費に拡大する。 【平成27年度】

※ 拠出割合は、医療費実績割50、被保険者割50とするが、都道府県が、市町村の意見を聴いて変更可能。

【現行】 【改正後】

高額医療費共同事業 (※1)
レセプト一件80万円超の医療費に関する共同事業

（※２）

都道府県単位の共同事業 都道府県単位の共同事業の拡大

高額医療費共同事業 (※1)
レセプト一件80万円超の医療費に関する共同事業

（※２）

高額医療費に対する
公費投入 （※5）

保険財政共同安定化事業(※1)

（※２）

保険財政共同安定化事業（※１）

（※２）
公費投入 （※5）

レセプト一件30万円超の医療費に関する
共同事業（※３）

すべての医療費に関する共同事業
（※４）

都道府県が、市町村の意見を聴
いて、広域化等支援方針（任意）に
定めることにより、①対象医療費の
拡大や②拠出割合の変更が可能

拠出割合は、医療費実績割50、被保険者
割50とするが、都道府県が、市町村の意

見を聴いて、広域化等支援方針（任意）に
定めることにより、変更可能。

拡大や②拠出割合の変更が可能

※１ いずれも、現在は、平成22年度から平成25年度までの暫定措置
※２ 医療費のうち80万円を超える額を対象としている。
※３ 30万円を超えるレセプトのうち、8万円（自己負担相当分）を控除した額を対象としている。
※４ 自己負担相当額等を除く。
※５ 市町村の拠出金に対して国及び都道府県が1/4ずつ負担している。
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都道府県単位の共同事業の仕組み

○ 都道府県内の市町村国保の医療費について、市町村国保の拠出により負担を共有する事業。

○ れ より 都道府県内 市町村国保 財政 安定化（毎年 療費 変動 よる財政 影響 緩和）及び

【参考2‐2】

○ これにより、都道府県内の市町村国保の財政の安定化（毎年の医療費の変動による財政への影響の緩和）及び
保険料の平準化（医療費の差による保険料の相違の緩和）が図られる。

※ 以下イメージ図で見ると、共同事業の実施により、市町村間の格差が最大１００ → ５０ に縮小する。

都道府県単位の共同事業

（事務：国民健康保険団体連合会）
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